
補助条件：

令和８年度
外国人技能職定着促進事業費補助金

外国人技能職を雇用する県内建設企業を支援します

①災害時の河川、道路、建物等の緊急復旧活動や

除雪への積極的な協力

②補助対象事業完了年度の翌年度に実施する外国

人材の定着状況等に関するフォローアップ調査

への協力

募集期間：

令和９年２月１０日（水）まで

※ただし予算の上限に達し次第終了しますので、お早めの申請を

お願いします

＜美の国秋田ネット＞

ホーム - 部署別一覧 - 建設部 –

 建設政策課 - 秋田県建設産業活性化センター

（コンテンツ番号：９５７２１）
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補助率 ：１／３以内
補助上限：１２万円

対象経費：
技能実習の修了を見据えた段階におけ
る、就労継続に伴い必要となる建設産
業特有の追加的人的負担経費

応募から補助金交付までの流れ

秋田県建設部建設政策課

 企画・建設産業振興チーム 佐々木、魚住

（建設産業活性化センター）

〒010-8570 秋田市山王4-1-1

TEL:018-860-2910    FAX018-860-3800

詳細情報： 提出先：
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